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申　請　者　 

補助金交付申請の手順 

日本ＬＰガス協会 

申請書（様式第１）提出 

実績報告書（様式第７）提出 

●ディーゼル自動車の抹消・売却・譲渡 
●ＬＰガス自動車の改造・登録・支払い完了 
 

審　　査 

交付決定通知書 

※事前申請です。 
※事務処理の都合により、登録予定日から１週間～10日以前に、
添付書類を添えて提出してください。 

※p.3をご覧ください。 

※交付決定通知書を受け取ってから、ディーゼル自動車
の廃止ならびにＬＰガス自動車の登録を行ってくだ
さい。 

※申請書を審査し、補助金の交付が　
適正と認められたとき、交付します。 

確定通知書 

補助金の振込み 

※実績報告書を審査の上、補助金の
額を確定し、交付します。 

※ディーゼル自動車の廃止、LPガス自動車の登録およびLPガ
ス自動車の購入代金支払いが完了したら、30日以内または
平成18年3月20日のどちらか早い日までに、添付書類を添
えて提出してください。 
※p.5をご覧ください。 

支払請求書（様式第10）提出 

指定金融機関口座 

※確定通知書に基づき提出してください。後日、補助金を指定
口座に振り込みます。 
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省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業

1.事業の概要
ＬＰガスの流通の合理化、効率化ならびに地球環境対策に資することを目的に、日本ＬＰガス協会（以

下「協会」という。）が経済産業省から補助金を受けて、ディーゼル自動車から省エネルギー型ＬＰガス自

動車への転換を促進するために補助金を交付します。

2.補助対象車両
補助金交付の対象は、以下の要件に適合する車両とします。

（1）平成１７年４月１日以降にディーゼル自動車を廃止（抹消、売却、譲渡）し、ＬＰガス自動車（新

車）に転換（初度登録）すること。

（2）転換するＬＰガス自動車は、軽自動車、小型自動車及び普通自動車であって、用途が貨物用、乗車

定員１１人以上の乗合用及び別表に示す特種用途自動車であること。

（3）協会が定める省エネルギー型ＬＰガス自動車の基準に適合していること。

省エネルギー型ＬＰガス自動車の基準は、省エネルギー基準及び低排出ガス基準で、次のとおりです。

1）省エネルギー基準

①車両総重量（GVW）3.5トン以下の車両に係る基準

（注）新規登録時の10・１５モード排出ガス測定値に基づくカーボンバランス法の計算式による。

②車両総重量（GVW）3.5トン超の車両に係る基準

（注）新規登録時のG13モード排出ガス測定値に基づくカーボンバランス法の計算式による。

種　　別 

 

軽自動車 
 
 

小型･普通自動車 
（GVW 1.7 t 以下） 

 

普通自動車 
（GVW 1.7t超、3.5 t以下） 

 

７０３kg未満 

７０３kg以上 
８２８kg未満 

８２８kg以上 

１,０１６kg未満 

１,０１６kg以上 

１,２６６kg未満 

１,２６６kg以上 
１,５１６kg未満 

１,５１６kg以上 

 

 

１１.６km/L以上 

１１.１km/L以上 

１０.６km/L以上 

１０.６km/L以上 

９.９km/L以上 

８.０km/L以上 

７.１km/L以上 

６.４km/L以上 

基準値 車両重量 

種　別 
普通自動車 

車両総重量 
3.5t超 

基準値 
1.6kWh/L以上 

省エネルギー性能＝ 
（燃費算出計算式） （0.429×CO排出量＋0.866×HC排出量＋0.273×CO2排出量） 

464 

 

省エネルギー性能＝ 
（燃費算出計算式） （0.429×CO排出量＋0.866×HC排出量＋0.273×CO2排出量） 

464 
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※補助対象車両は、補助対象車両一覧（別紙）を参考にしてください。

3.補助対象経費
補助対象となる経費は、省エネルギー型ＬＰガス自動車に転換するための費用のうち、次に示す費用としま

す。ただし、消費税及び地方消費税は補助の対象にはなりません。

①自動車の新規登録を受けていない既存燃料車を、省エネルギー型ＬＰガス自動車に転換する費用のうち、

燃料供給装置、燃料容器、電子制御ユニット及び改造工賃。

②省エネルギー型ＬＰガス自動車と既存燃料車との差額。

4.補助金の交付額
省エネルギー型ＬＰガス自動車への転換に対して交付する補助金の額は、上記３の補助対象経費の２分の１

とし、円未満は切り捨てます。ただし、補助金の上限額は次に示すとおりです。

試験モード 

10･15モード 
(g/km) 

 
11モード 
(g/test) 

10･15モード 
(g/km) 

 
11モード 
(g/test) 

10･15モード 
(g/km) 

 
11モード 
(g/test) 

13モード 
(g/kWh)

成分 
CO 
HC 
NOx 

CO 
HC 
NOx 

CO 
HC 
NOx 

CO 
HC 
NOx 

CO 
HC 
NOx 

CO 
HC 
NOx 

CO 
HC 
NOx 
 

基準値   
3.30以下 
0.07以下 
0.07以下 

38.0以下 
1.75以下 
1.10以下 

0.67以下 
0.04以下 
0.04以下 

19.0以下 
1.10以下 
0.70以下 

2.10以下 
0.04以下 
0.07以下 

24.0以下 
1.10以下 
0.80以下 

16.0以下 
0.44以下 
1.69以下 

 

種　　別 

軽　自　動　車 

小型自動車・普通自動車のうち、 

車両総重量 1.7 t 以下のもの 

普通自動車のうち、 

車両総重量 1.7t超、3.5t以下のもの 

普通自動車のうち、 

車両総重量 3.5 t 超のもの 

2）低排出ガス基準

種　別 
軽自動車 

 
貨物車 
 

区　分 
軽貨物車（ハイゼット、アルトなど） 

GVW3.5トン以下 
（プロボックスバン、ADバン、キャラバンなど） 

GVW3.5トン超 
（ダイナ、エルフ、キャンター、タイタン、 

デュトロ、コンドルなど） 

乗車定員11人以上 
（コースターなど） 

補助金上限額 
200千円 

200千円 

 
250千円 
 

 
乗合自動車 

 

 
250千円 
 

上記各車種をベースとする特種車 
（冷蔵冷凍車、給水車、塵芥車、 
架線修理車、高所作業車など） 

 
特種自動車 

 

 
250千円 
 

小
型
自
動
車
及
び
普
通
自
動
車 

（注）上記の補助金上限額は、消費税及び地方消費税を含みません。
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5.平成１７年度予算額
予算　2.50億円（予算は、変わる場合があります。）

6.補助金の交付申請から交付までの流れ

（1）申請書提出

①申請者
省エネルギー型ＬＰガス自動車を新車で所有しようとする者（自動車検査証の所有者）が、申請者とな

ります。したがって、リースまたは割賦販売の場合、自動車の所有権者であるリース事業者または割賦販

売事業者が申請者になります。この場合、補助金を使用者に還元しなければなりません。

②申請の時期
補助金交付の申請は、事前申請です。すなわち、

イ）自動車の新規登録（初度登録）前であること。

ロ）ディーゼル自動車の廃止前であること。

また、申請の日から９０日以内に初度登録が可能であること。ただし、塵芥車などの特種車は、この限りで

はありません。この場合、新車注文書の写しを提出してください。

③申請受付
平成１７年度は、年度予算を四半期ごとに振り分けて、申請を受付けます。各期ごとに、補助金交付額

の合計が予算額に達したときに受付を停止します。

●第１期 受付開始：平成１７年５月６日（金）から受付けし、先着順に処理します。

予 算 額：年度予算の３０%相当額　

郵送・宅配便の場合、平成１７年５月６日の投函・依頼から有効とします。

先着順位の設定は、郵送等の場合は消印の日付、持ち込みの場合（土、日及び祝日等協会の規

程による休日を除く9:00～12:00、13:00～17:30に限ります。）は受付日を基にします。

◎事後申請特例期間：初度登録日が、平成１７年４月１日～平成１７年５月１４日の車両にあっては、平成１７年

５月６日～平成１７年５月２０日までの到着分に限り、補助金交付申請を受付けます。

（1）
申

請

書

提

出

審
　
　
　
　
　
　
　
査

（2）
交
付
決
定
通
知
書

○
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
の

抹
消
・
売
却
・
譲
渡

○
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
自
動
車
の

改
造
・
登
録
・
支
払
完
了

（3）
実
績
報
告
書
提
出

（4）
確

定

通

知

書

補
助
金
の
振
込
み

(5)
支
払
請
求
書
提
出

（
３
月
20
日
ま
で
）

30
日
以
内
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●第２期 受付開始：平成１７年７月１１日（月）以降に初度登録する車両を対象に、平成１７年

７月１日（金）から受付けし、先着順に処理します。

予 算 額：年度予算の３０%相当額

先着順位の設定、その他は、第１期に準じます。

●第３期 受付開始：平成１７年１０月１１日（火）以降に初度登録する車両を対象に、平成１７年

１０月３日（月）から受付けし、先着順に処理します。

予 算 額：年度予算の２０%相当額

先着順位の設定、その他は、第１期に準じます。

●第４期 受付開始：平成１８年１月１６日（月）以降に初度登録する車両を対象に、平成１８年

１月６日（金）から平成１８年３月１０日（金）の到着分まで受付けし、先着順に処

理します。

予 算 額 ：年度予算の２０%相当額

先着順位の設定、その他は、第１期に準じます。

※なお、補助金交付申請は、ディーゼル自動車を廃止し、ＬＰガス自動車の登録･代金の支払い完了後、平成１８年

３月２０日（月）までに省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業実績報告書が提出できるものに限ります。

④申請書
省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業補助金交付申請書（様式第１）を用い、記入例（P.９）を参

考にして記入し、次に示す添付書類とともに協会に提出・申請してください。１申請書につき１台です。

1）添付書類

改造見積書

車両概要書などの諸元または改造等概要説明書（改造自動車等審査結果通知書）の写し

自動車排出ガス試験成績書の写し（自動車製造者の社内測定または改造事業者が受験した公的機関のもの）

④廃止するディーゼル自動車の自動車検査証の写し

⑤申請者が法人の場合、会社概要パンフレットまたは登記簿謄本等（代表者、所在地、業務内容等が記載されたもの）

⑥申請者がリース会社等の場合、リース等許可証の写し（国土交通省各陸運局陸運支局で発行されるもの）

⑦リース契約等の見積書の写し（補助金が交付された場合、使用者に還元されることが明記されていること）

⑧ＬＰガス自動車の登録予定日が、申請日より90日を超える特種車の場合は、新車注文書の写し

ただし、導入する省エネルギー型ＬＰガス自動車が、協会の認定車両の場合は 及び を添付する必要は

ありません。また、協会の認定車両のうちメーカー仕様車にあっては も不要です。

（2）交付決定通知書

提出された申請書を審査し、補助事業として適正と認められたときは交付決定通知書を交付します。（交

付決定通知書の交付により、申請者は補助事業者となります。）

補助事業者は、交付決定通知書を受理してからＬＰガス自動車の改造、車両登録及びディーゼル自動車の

廃止を実施してください。

補助金交付額は、後日提出される実績報告書に基づいて審査し確定されますので、交付決定通知書が交付

されても、減額されたり交付されないことがあります。また、交付決定にあたり、適正な交付を行うために

申請内容を修正したり、条件を付けることがあります。

② 

② 
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◎申請の取下げ
補助事業者は、補助金の交付決定の内容またはこれに付けられた条件に対して不服があって申

請を取下げようとするときは、交付決定通知書を受理した日から7日以内に省エネルギー型ＬＰ

ガス自動車転換促進事業補助金交付申請取下書（様式第３）を提出してください。

◎計画変更
補助事業者は、補助事業を廃止しようとするとき、または申請書に記載した内容を変更しよう

とするときは、事前に協会に連絡してください。

補助事業の廃止、及び申請書に記載した内容のうち次に示す事項に変更がある場合は、省エネル

ギー型ＬＰガス自動車交付申請計画変更等承認申請書（様式第４）を提出していただきます。

イ）申請者の名称、代表者の氏名または所在地

ロ）使用者の名称

ハ）廃止するディーゼル自動車（自動車検査証の写し添付）

ニ）転換する省エネルギー型ＬＰガス自動車

ホ）車両登録日（30日を超える場合）

（3）実績報告書提出

補助事業者は、ディーゼル自動車を廃止し、ＬＰガス自動車の自動車検査証の交付を受け、代金の支払い

を終了することにより補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内、または平成１８年３月２０日

（月）のいずれか早い日までに、省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業実績報告書（様式第７）を、

次に示す添付書類とともに提出してください。

手形で支払った場合は、手形の決済日が代金の支払日となります。

添付書類

①写真（自動車登録番号標のついた車両の外観及び燃料容器を撮影したもの、P.11参照）

②自動車検査証の写し

③領収書の写し（手形で支払った場合は、手形の写しも添付すること）

④ＬＰガス自動車への転換の基となったディーゼル自動車の抹消、売却、譲渡を証するものの写し

（抹消の場合は抹消登録証明書、売却、譲渡の場合は各儀変更後の自動車検査証等）

⑤リース契約等の場合、金額が記載されたリース契約書等の写し（補助金が交付された場合、使用者

に還元されることが明記され、そのことを使用者が了解していること）

⑥省エネルギー型ＬＰガス自動車改造費用証明書（業務細則・様式１）

ただし、導入した省エネルギー型ＬＰガス自動車が、協会の認定車両のうちメーカー仕様車の場合は、⑥を添付

する必要はありません。

（4）確定通知書

補助金交付額は、提出された実績報告書等を審査し、必要に応じて現地調査を行って確定し、補助金の額

の確定通知書を交付します。



（5）請求書提出

補助事業者が確定通知書を受領し、補助金の支払いを受けようとするときは、省エネルギー型ＬＰガス自

動車転換促進事業支払請求書（様式第１０）を提出してください。

協会は、補助事業者の指定した金融機関の口座に補助金を振り込みます。

7.その他の事項

（1）補助事業者の義務
補助事業者は、補助金の交付を受けた省エネルギー型ＬＰガス自動車について、補助事業の完了後も善良

なる管理者の注意義務を持って管理し、当該車両の効率的運用を図ってください。

（2）マークの掲示
補助金交付を受けた省エネルギー型ＬＰガス自動車の見やすい場所に、協会が指定するマークを掲示してくだ

さい。マークは、確定通知書とともに送付します。

（3）現地調査
協会は、補助金の交付業務の適性かつ円滑な運営を行うために、必要に応じて所用の調査、現地調査を行います。

（4）省エネルギー型ＬＰガス自動車の処分
補助金の交付を受けて購入したＬＰガス自動車は、初度登録の日から３～６年間処分が制限されています。

ここで、処分とは、補助金交付の目的に反しての使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄、担保に供すること

をいいます。（貸与する目的で取得したリース事業者が使用者を変更する場合、または割賦販売における所有

権留保の解除により所有者を変更する場合を除きます。）

所有権留保の解除により所有者を変更した場合、３～６年間の処分制限は継承されます。

処分制限期間内にやむを得ない理由によって処分しようとする場合は、省エネルギー型ＬＰガス自動車転

換促進事業補助金取得財産処分承認申請書（様式第１１）を提出し、協会の承認を得てください。

また、補助事業者の事業移管、企業の統合・合併などにより、引き続き同一または類似の用途に使用する

場合にも、同じ書式により協会の承認を得てください。

この処分によって収入があった場合は、協会に報告してください。協会は、補助金交付額を限度として、収

入の全部または一部の納付を請求することがあります。

（5）不正行為の禁止
補助事業者が不正な行為を行った場合は、補助金交付の決定を取り消し、補助金の返還を請求します。ま

た、補助事業者の名称及び不正の内容を公表し、その後の補助金交付申請の受付を停止します。

補助金の返還期限は20日以内とし、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10.95%の割合

で計算した加算金を加えて返還しなければなりません。また、返還期限までに納付がない場合は、返還期限

を越えた日から納付の日までの日数に応じ、未納金に対して年10.95%の割合で計算した延滞金を加えて返

還しなければなりません。

9



貨物輸送車 

粉粒体運搬車 

 

化学工業車 

 

危険物タンク車 

 石油類タンク車 

 
コンクリートミキサー車 

 
冷蔵冷凍車 

 
塵芥車 

 
糞尿車 

 
その他用途車 

 非貨物輸送車 

 
工事作業車 

 
その他用途車 

 

粉粒体運搬車、飼料運搬車、石灰石運搬車、ビニールパウダ運搬車、 
セメント運搬車など 

給油車、タンク車など 

動植物油運搬車、アルコール類運搬車、濃硝酸運搬車、濃硫酸運搬車、 
液化アンモニア運搬車など 
 
第一石油類運搬車、第二石油類運搬車、第三石油類運搬車、液化石油 
ガス運搬車など 
 

給水車、現金輸送車、活魚運搬車、保温車、アスファルト運搬車、 
移動販売車など 

架線修理車、高所作業車など 
緊急車、移動無線車、医療防疫車、教習車 
 

（6）申請書用紙等
補助金交付申請書等は、様式集（P.14）をコピーしてお使いください。また、協会のホームページからダ

ウンロードすることもできます。

（7）お問い合わせ
その他本手引きに記載されていないこと、ご不明の点は下記までお問い合わせください。

日本ＬＰガス協会　技術グループ（担当：岸、醍醐、竹下）

〒105－0001 東京都港区虎ノ門１―１４―１

郵政互助会琴平ビル4階

TEL：03-3503-5741

FAX：03-3580-7776

ホームページ　http://www.j-lpgas.gr.jp/lgv/05.html

8.別表

特種用途自動車
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9.記入例「省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業補助金交付申請書」（様式第1）

1.社印及び代表者印を捺印して

ください。ゴム印は不可です。

2.代表者は、社長以外（取締役・

部門長など）でも構いません。

4.自動車検査証の使用者欄に記

載される名称を記入してくだ

さい。

5.廃止する予定のディーゼル自

動車の自動車検査証を参照し

て記入してください。

6.塵芥車・冷凍車等8ナンバー

の特種車は、90日を超えても

構いません。その場合、新車

注文書を添付してください。

3.補助金交付申請に直接係る担

当者を記入してください。
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8.メーカー方式で、型式指定等

（新型車届出・型式指定・輸

入車特別取扱等）がされてい

る場合には、「型式指定番号」

「類別区分番号」を記入して

ください。それ以外の改造車

の場合には「改造自動車等審

査結果通知書」に記載される

認可番号（例：関整車第1234

号）を記入してください。

9.排出ガス性能は「初期値」の

データを記入してください。

10.円未満は切り捨てになります。

7.架装後の予定値（計算値）を

記入してください。

1）
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10.実績報告書に貼付するＬＰガス自動車撮影例

［外観写真撮影例］ 前方斜めより自動車登録番号標及び架装の状態がわかるもの

［燃料容器写真撮影例］

1.外観

2.燃料容器
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11.省エネルギー型ＬＰガス自動車補助金交付対象車マーク貼付例

［マーク（カラー）］

［ライトバン貼付例・後］

［トラック貼付例・前］ ［トラック貼付例・後］

補助金を交付された車両には下記のマークを貼付してください。
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■平成１７年度省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業

申請書･実績報告書･改造費用証明書等

平成１７年度　様式集

様式第1 「省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業補助金交付申請書」

様式第3 「省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業補助金交付申請取下書」

様式第4 「省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業補助金交付申請計画変更等承認申請書」

様式第7 「省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業実績報告書」

様式第10「省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業支払請求書」

様式第11「省エネルギー型ＬＰガス自動車転換促進事業補助金取得財産処分承認申請書」

業務細則・様式1「省エネルギー型ＬＰガス自動車改造費用証明書」

各様式はコピーしてご使用ください。
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   03‐3503‐5741  FAX.03‐3580‐7776 
URL  http://www.j‐lpgas.gr.jp
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